
契約書約款 

 

 再生利用の用に供する廃食用油（植物性）の売買について、買受者○○○○○（以下「受注者」

という。）と売渡者宇治市（以下「発注者」という。）とは、発注者が物品を受注者に売り渡し、受

注者が買い受けることについて、次の条件によって公正な売買契約を締結し、これを履行するもの

とする。 

 

（引渡し） 

第１条 受注者は、発注者の指定する日時に、物品引渡し場所において、物品の引渡しを受けるも

のとする。 

２ 発注者は、仕様書に規定する容器および、発注者の指定する方法をもって受注者に引渡しを行

う。 

３ 廃食用油の所有権は、受注者が各拠点、施設において計量を完了し、車両に積み込んだ時をもっ

て受注者に移転する。また、引渡し完了後における本物品の管理、運搬および処分に関する一切

の責任は受注者が負うものとする。 

 

（検査） 

第２条 受注者は、発注者から売買物品の引渡しを受けようとするときは、確認のため検査を行わ

なければならない。 

２ 前項の検査の結果、不良品があるときは、受注者は納入を発注者に断ることができる。 

３ 検査に合格したときは、受注者は直ちに物品の納入を発注者から受けられるものとする。 

４ 物品の検査に必要な費用、及び検査のために変質した物品の損失は、受注者の負担とする。 

 

（危険負担） 

第３条 前条第３項の納入の以前に生じた品質の損失にあたっては、受注者は発注者からの技術的

助言の求めに対して対応しなければならない。 

 

（瑕疵担保） 

第４条  第２条第３項の納入後、受注者において、品質の損失等を発見した場合にあっては、受注

者は発注者に対し協議を申し立てることができる。 

２ 前項の場合において、発注者が協議に応ずる期間は納入後５日間とする。 

 

（引き渡した物品用途制限） 

第５条 受注者は、納入を受けた物品を SAF（持続可能な航空燃料）、BDF（バイオディーゼル燃料）、

石鹸、飼料等の再生利用の原料として扱わなければならない。ただし、事前に発注者の承認を得

た場合はこの限りではない。 

２ 受注者は、前項に規定する再生利用の過程で発生した廃棄物の処理に際しては、環境法令を遵

守して行わなければならない。 

３ 受注者は、納入を受けた物品を廃棄物として扱ってはならない。 



（代金の支払い） 

第６条 物品の納入後、受注者は発注者に対して、発注者の指示する方法により、速やかに納入を

受けた数量を通知しなければならない。 

２ 売買代金は、売買単価に前項に規定する数量を乗じた金額とする。ただし、１円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てる。 

３ 売買代金の支払いは、受注者が物品の納入を受け、その数量を発注者に通知した後、受注者が

発注者から適法な支払い請求書を受理した日から３０日以内にしなければならない。 

 

（権利又は義務の譲渡等） 

第７条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（発注者の契約解除権） 

第８条 発注者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができる。 

（１） 受注者の責に帰する理由により、仕様書に規定する期日に引受けの見込みがないと明ら

かに認められるとき。 

（２） 正当な理由なく、受注者がこの契約を完全に履行する見込みがないとき。 

（３） 発注者又は発注者の指定する職員の指示に従わないとき。 

（４） 受注者が契約に違反したとき。 

（５） 受注者（受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号におい

て同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役

員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この

号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下この号において「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団

員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

ヘ 再物品売買契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再物品売買契約その他の契約の相

手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約



の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の解除により発注者に損害が生じたときは、受注者は損害賠償の責を負う。この場合にお

いて、受注者は解除による損害の賠償を発注者に請求することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、発注者にやむを得ない理由が生じ、受注者に通知した場合、この

契約を解除することができる。 

４ 発注者又は受注者は、必要が生じたときは、双方が協議のうえ、この契約の全部、一部の解除

又は変更することができる。 

５ 受注者は、第１項の規定により契約の解除があったとき、既に物品の引渡しを受けている場合

は、当該引渡しに係る部分に相当する額を発注者に支払わなければならない。 

 

（受注者の契約解除権） 

第９条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となる

に至ったときは、この契約を解除することができる。 

 

（費用の負担） 

第１０条 この契約の締結に要する費用及び物品の引渡しに要する費用は、受注者の負担とする。 

２ 引渡しに要する物品の容器は別紙に定めるものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第１１条 この契約に定めの無い事項及びこの契約書の条項に関し疑義が生じたときは、受注者と

発注者が協議して定めるものとする。 


